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　本明細書における定義を以下に述べる：
「非晶質物質」という用語は、融解物および／または気相から得られる物質でＸ線回折を
測定したときに長距離（ｌｏｎｇ　ｒａｎｇｅ）の結晶構造を示さないものおよび／また
は、本明細書の中で「示差熱分析」として記述している試験法により測定されるような、
ＤＴＡ（示差熱分析）で測定したときに非晶質物質の結晶化に相当する発熱ピークを示す
ものを指す；
「セラミック」という用語には、非晶質物質、ガラス、結晶質セラミック、ガラス－セラ
ミック、およびそれらの組み合わせを含む；
「複合金属酸化物」という用語は、２種またはそれ以上の異なる金属元素と酸素とを含む
金属酸化物（たとえば、ＣｅＡｌ１１Ｏ１８、Ｄｙ３Ａｌ５Ｏ１２、ＭｇＡｌ２Ｏ４、お
よびＹ３Ａｌ５Ｏ１２）を指す；
「複合Ａｌ２Ｏ３金属酸化物」という用語は、理論的酸化物基準で、Ａｌ２Ｏ３と１種ま
たは複数のＡｌ以外の金属元素を含む複合金属酸化物（たとえば、ＣｅＡｌ１１Ｏ１８、
Ｄｙ３Ａｌ５Ｏ１２、ＭｇＡｌ２Ｏ４、およびＹ３Ａｌ５Ｏ１２）を指す；
「複合Ａｌ２Ｏ３Ｙ２Ｏ３」という用語は、理論的酸化物基準で、Ａｌ２Ｏ３とＹ２Ｏ３

とを含む複合金属酸化物（たとえば、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２）を指す；
「複合Ａｌ２Ｏ３ＲＥＯ」という用語は、理論的酸化物基準で、Ａｌ２Ｏ３と希土類酸化
物とを含む複合金属酸化物（たとえば、ＣｅＡｌ１１Ｏ１８およびＤｙ３Ａｌ５Ｏ１２）
を指す；
「ガラス」という用語は、ガラス転移温度を示す非晶質物質を指す；
「ガラス－セラミック」という用語は、非晶質物質を熱処理することによって形成される
結晶を含むセラミックを指す；
「Ｔｇ］という用語は、本明細書の中で「示差熱分析」として記述している試験法により
測定されるガラス転移温度を指す；
「Ｔｘ］という用語は、本明細書の中で「示差熱分析」として記述している試験法により
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測定される結晶化温度を指す；
「希土類酸化物」という用語は、酸化セリウム（たとえば、ＣｅＯ２）、酸化ジスプロシ
ウム（たとえば、Ｄｙ２Ｏ３）、酸化エルビウム（たとえば、Ｅｒ２Ｏ３）、酸化ユウロ
ピウム（たとえば、Ｅｕ２Ｏ３）、ガドリニウム（たとえば、Ｇｄ２Ｏ３）、酸化ホルミ
ウム（たとえば、Ｈｏ２Ｏ３）、酸化ランタン（たとえば、Ｌａ２Ｏ３）、酸化ルテチウ
ム（たとえば、Ｌｕ２Ｏ３）、酸化ネオジム（たとえば、Ｎｄ２Ｏ３）、酸化プラセオジ
ム（たとえば、Ｐｒ６Ｏ１１）、酸化サマリウム（たとえば、Ｓｍ２Ｏ３）、テルビウム
（たとえば、Ｔｂ２Ｏ３）、酸化トリウム（たとえば、Ｔｈ４Ｏ７）、ツリウム（たとえ
ば、Ｔｍ２Ｏ３）、および酸化イッテルビウム（たとえば、Ｙｂ２Ｏ３）、ならびにそれ
らの組み合わせを指す；
「ＲＥＯ］という用語は、希土類酸化物（類）を指す。
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